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F-107 アルツハイマー病（家族性含む。）に対するリバスチグミン、ガラン

タミン臭化水素酸塩及びメマンチン塩酸塩の算定等について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

1 アルツハイマー病（家族性含む。）に対するリバスチグミン（リバスタ

ッチパッチ）、ガランタミン臭化水素酸塩（レミニール錠）及びメマン

チン塩酸塩（メマリー錠）の算定は、原則として認められる。 

2 メマンチン塩酸塩（メマリー錠）とコリンエステラーゼ阻害薬（ChEI）

（ドネペジル塩酸塩、ガランタミン臭化水素酸塩、リバスチグミン）の

併用投与の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 アルツハイマー型認知症治療薬には、コリンエステラーゼ阻害薬（ChEI）

（ドネペジル塩酸塩、ガランタミン臭化水素酸塩、リバスチグミン）と

NMDA 受容体拮抗薬（メマンチン塩酸塩）がある。リバスチグミン（リ

バスタッチパッチ）とガランタミン臭化水素酸塩（レミニール錠）の添付

文書の効能・効果は、「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症におけ

る認知症症状の進行抑制」であり、メマンチン塩酸塩（メマリー錠）の効

能・効果は、「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症

状の進行抑制」である。 

 アルツハイマー病は、進行性の認知機能低下を生じ、大脳皮質および皮

質下灰白質における β アミロイド沈着および神経原線維変化を特徴とし、

アルツハイマー型認知症と同義である。家族性アルツハイマー病は、家系

内で遺伝的に発症する。 

 以上のことから、アルツハイマー病（家族性含む。）に対するリバスチ

グミン（リバスタッチパッチ）、ガランタミン臭化水素酸塩（レミニール

錠）及びメマンチン塩酸塩（メマリー錠）の算定は、原則として認められ

ると判断した。 

 また、アルツハイマー型認知症治療薬の選択は、認知症疾患診療ガイド

ライン 2017のアルツハイマー型認知症の薬物療法と治療のアルゴリズム

に、「中等度は、ChEIの 1剤かメマンチンの投与で効果がないか不十分、

効果減弱あるいは副作用で継続できなくなった場合には、他の ChEI かメ



マンチンに変更、あるいは、ChEIとメマンチンの併用を考慮する。重度

は、ドネペジル 5～10 ㎎あるいはメマンチン、両者の併用を考慮する。」

旨記載されており、メマンチン塩酸塩とコリンエステラーゼ阻害薬の併用

投与は、有用性が高いと考えられる。 

 以上のことから、メマンチン塩酸塩（メマリー錠）とコリンエステラー

ゼ阻害薬（ChEI）（ドネペジル塩酸塩、ガランタミン臭化水素酸塩、リバ

スチグミン）の併用投与の算定は、原則として認められると判断した。 

 


